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令和６年 第２回定例会

西いぶり広域連合議会会議録 第１号

令和６年９月２日（月曜日） 午後 ２時００分 開会

午後 ２時４４分 閉会

○議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議案第１号～議案第３号、認定第

１号

日程第４ 議案第４号

日程第５ 一般質問

○会議に付した事件

１ 諸般の報告

２ 日程第１

３ 日程第２

４ 日程第３

５ 委員会付託省略

６ 日程第４

７ 日程第５

○出席議員（１３名）

議 長 １５番 早 川 昇 三

副議長 １４番 辻 浦 義 浩

２番 五十嵐 篤 雄

３番 真 鍋 盛 男

４番 菊 地 敏 法

５番 石 澤 清 司

６番 小 川 晃 司

７番 柏 木 隆 寿

８番 常磐井 茂 樹

９番 髙 橋 直 美

１０番 村 井 寿 行

１２番 渡 辺 雅 子

１３番 田 中 秀 幸

○欠席議員（２名）

１番 板 垣 正 人

１１番 井 野 正 臣

○説明員

広 域 連 合 長 青 山 剛

副 広 域 連 合 長 堀 井 敬 太

副 広 域 連 合 長 田 鍋 敏 也

事 務 管 理 者 奈 良 信 一

代 表 監 査 委 員 杉 本 久佐男

事 務 局 長 瀧 浪 孝 行

総 務 課 長 大 場 親 厳

総 務 課 主 幹 松 下 幸 稔

共 同 電 算 室 主 幹 佐久間 樹

○事務局出席職員

事 務 局 長 安 田 智 樹

議 事 課 長 小田桐 浩 明

議 事 課 長 補 佐 山 下 盛 弘

書 記 宮 下 直 人

午後 ２時００分 開会

○議長（早川 昇三） ただいまから、令和６

年第２回西いぶり広域連合議会定例会を開会い

たします。

直ちに本日の会議を開きます。

諸般の報告をさせます。

安田事務局長
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○議会事務局長（安田 智樹） 御報告申し上

げます。

今回提案されております案件は、広域連合長

提案に関わるもの５件でございます。

次に、関係法令の規定に基づき、広域連合長

並びに監査委員からお手元に配付のとおりそれ

ぞれ報告がございました。

次に、議案説明のため、関係役職員の出席を

求めております。

以上でございます。

諸 般 の 報 告

１ 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定

に基づき、広域連合長から報告のあった事件

令和５年度繰越明許費繰越の報告につい

て

（１）一般会計

２ 地方自治法第２３５条の２第３項の規定に

基づき、監査委員から提出のあった事件

例月現金出納検査結果報告について（一

般会計 令和６年２月分～令和６年６月

分）

上記のとおり報告します。

令和６年９月２日

西いぶり広域連合議会

議長 早 川 昇 三

○議長（早川 昇三） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員に、渡辺 雅子議員並

びに田中 秀幸議員を指名いたします。

○議長（早川 昇三） 次は、日程第２ 会期

の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

今定例会の会期は、本日１日とすることに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） 異議なしと認めますの

で、会期は１日と決定いたしました。

○議長（早川 昇三） 次は、日程第３ 議案

第１号令和６年度西いぶり広域連合一般会計補

正予算（第２号）外３件を一括議題といたしま

す。

議案第１号 令和６年度西いぶり広域連合一般

会計補正予算（第２号）

議案第２号 財産取得の件（マシン室の空調設

備）

議案第３号 工事請負契約締結の件議決中一部

変更の件（西いぶり広域連合新中間処理施

設建設工事）

認定第１号 令和５年度西いぶり広域連合一般

会計歳入歳出決算

○議長（早川 昇三） 提出者の説明を求めま

す。

奈良事務管理者

〇事務管理者（奈良 信一） ただいま議題と

なりました各案件につきまして順次御説明を申

し上げます。

初めに、議案第１号令和６年度西いぶり広域

連合一般会計補正予算（第２号）についてでご

ざいます。

このたびの補正は、ごみ処理施設に係る運営

経費を措置するとともに、今年度から実施いた

します業務委託につきまして債務負担行為を設

定するものでございます。

第１条では、歳入歳出それぞれ３９１万８,

０００円を追加し、予算総額を９５億７,９２０

万４,０００円とするものでございます。

補正の内容でございますが、４ページ下段の

歳出を御覧いただきたいと存じます。

第４款ごみ処理費では、中間処理施設に係る

運転保守管理等業務委託料といたしまして、灯
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油単価の上昇による増加経費３９１万８,００

０円を計上するものでございます。

次に、４ページ中段の歳入でございますが、

第１款分担金及び負担金は、歳出で御説明申し

上げました措置に伴う廃棄物処理に関わる構成

市町からの負担金を追加してございます。

１ページにお戻りいただきたいと存じます。

第２条債務負担行為の補正は、２ページの第

２表にございますが、今年度から実施いたしま

す標準化対応健康管理システム導入で６,６０

６万８,０００円の限度額を設定するものでご

ざいます。

次に、議案第２号財産取得の件（マシン室の

空調設備）についてでございます。

本件は、共同電算マシン室の空調設備として

室内機３台と室外機６台を取得するものでござ

います。取得価格につきましては、３,８３９万

円に令和７年度～１０年度の４年間の元金均等

年２回払い分の年利０.３％の利子を加えた額

となってございます。なお、契約の相手先でご

ざいます北海道市町村備荒資金組合から令和７

年３月末に譲渡の予定でございます。

次に、議案第３号工事請負契約締結の件議決

中一部変更の件（西いぶり広域連合新中間処理

施設建設工事）についてでございます。

本件は、新中間処理施設の建設工事契約につ

いて、いわゆるインフレスライド条項に基づき

金額を変更しようとするもので、変更後の契約

金額は消費税込み２２８億３,３７６万７,００

０円、当初議決より１３億９,８０６万７,００

０円の増額とするものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

よろしく御審議賜りますようお願いを申し上

げます。

続きまして、認定第１号令和５年度西いぶり

広域連合一般会計歳入歳出決算につきまして、

御説明を申し上げます。

令和５年度の予算は、廃棄物処理では新中間

処理施設整備、現中間処理施設の安定稼働、共

同電算では効率的な運営を柱に、内部管理経費

の節減に努める中で、関係市町からの負担金に

より編成をいたしてございます。

予算の執行状況につきましては、計画をいた

しました事業を予算計上の目的に沿い執行した

ところでございます。

この結果、１６ページの実質収支に関する調

書を御覧いただきたいと存じますが、歳入総額

１３７億２,４５２万２,０００円に対し、歳出

総額１３７億２,３３０万３,０００円となり、

実質収支額は１２１万９,０００円となってご

ざいます。

この主な内容を歳入から御説明させていただ

きます。２ページにお戻りいただきたいと存じ

ます。

予算現額と収入済額との比較で、第１款分担

金及び負担金では、職員費、情報処理費、ごみ

処理費で不用額が生じたことなどにより１億

８,２１２万４,９５８円の減、第２款使用料及

び手数料では、事業系ごみ量が見込みより減少

したことなどにより１１７万９,７１４円の減、

第４款財産収入では、アルミ缶及びスチール缶

の売払い単価が見込みを上回ったことなどによ

り１,８２０万２,３３９円の増、第６款諸収入

では、容器包装リサイクル協会からの拠出金が

あったことなどにより１,９１３万６,８８９円

の増となっております。

次に、４ページの歳出でございますが、主に

不用額の面から御説明申し上げます。

第１款議会費では、委員会調査を実施しなか

ったことにより２０５万８,３５３円、第２款総

務費では、委員会調査随行旅費の減などにより

２３万７,６７０円、第３款情報処理費では、光

熱水費の減などにより９１１万６,１０３円、第

４款ごみ処理費では、電気料金単価の減や中間

処理施設における送電線増強工事費負担金の減

などにより６,０３６万８,７８４円、第８款職
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員費では、派遣職員の新陳代謝により６７５万

８６０円、それぞれ不用額が生じてございます。

以上が、令和５年度一般会計決算の概要でご

ざいます。

なお、１７ページ～２０ページは財産に関す

る調書、２１ページからは令和５年度一般会計

決算に係る主要な施策の成果等報告書を添付し

てございまして、予算執行の概要、主要施策の

成果概要のほか、主な事務事業に関する決算額

及び財源内訳、施設の利用状況等を掲載してご

ざいますので、御参照いただきたいと存じます。

以上で説明を終わらせていただきます。

御認定賜りますようよろしくお願いを申し上

げます。

○議長（早川 昇三） 質疑を行います。

最初に、議案第１号令和６年度西いぶり広域

連合一般会計補正予算（第２号）について質疑

を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） ないようですので、以

上で議案第１号の質疑を終了いたします。

次に、議案第２号財産取得の件（マシン室の

空調設備）について質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） ないようですので、以

上で議案第２号の質疑を終了いたします。

次に、議案第３号工事請負契約締結の件議決

中一部変更の件（西いぶり広域連合新中間処理

施設建設工事）について質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） ないようですので、以

上で議案第３号の質疑を終了いたします。

次に、認定第１号令和５年度西いぶり広域連

合一般会計歳入歳出決算について質疑を行いま

す。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） ないようですので、以

上で認定第１号の質疑を終了いたします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております案件は、委員

会付託を省略することに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） 異議なしと認めますの

で、そのように決定いたしました。

これより採決を行います。

最初に、議案第１号令和６年度西いぶり広域

連合一般会計補正予算（第２号）、議案第２号財

産取得の件（マシン室の空調設備）及び議案第

３号工事請負契約締結の件議決中一部変更の件

（西いぶり広域連合新中間処理施設建設工事）

の３件を一括して採決いたします。

議案第１号、議案第２号及び議案第３号は、

原案のとおり可決することに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） 異議なしと認めますの

で、そのように決定いたしました。

次に、認定第１号令和５年度西いぶり広域連

合一般会計歳入歳出決算を採決いたします。

認定第１号は、認定することに異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） 異議なしと認めますの

で、そのように決定いたしました。

○議長（早川 昇三） 次は、日程第４ 議案

第４号公平委員会委員の選任について同意を求

める件を議題といたします。

議案第４号 公平委員会委員の選任について同

意を求める件

○議長（早川 昇三） 提出者の説明を求めま
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す。

青山広域連合長

○広域連合長（青山 剛）（登壇） ただいま議

題となりました議案第４号公平委員会委員の選

任について同意を求める件でございますが、公

もって辞任することになりましたので、その後

任につきまして、佐藤 和則氏を選任いたそう

とするものであります。

よろしく御審議の上、御同意くださいますよ

うよろしくお願いいたします。

○議長（早川 昇三） お諮りいたします。

本件は、これに同意することに異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（早川 昇三） 異議なしと認めますの

で、そのように決定いたしました。

○議長（早川 昇三） 次は、日程第５ 一般

質問を行います。

通告がありますので、発言を許します。

髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美）（登壇） 令和６年第２回

西いぶり広域連合議会定例会に当たり、通告に

従い順次質問いたします。

大項目１、新中間処理施設「西いぶりエコフ

ァクトリー」について。

（１）進捗状況について。

新中間処理施設については、本年１０月に供

用開始予定となっており約１か月後に迫ってま

いりましたが、現時点での進捗状況について伺

います。

また、これまでの試運転期間中の処理能力や

発電能力等、新中間処理施設の性能達成状況及

び安全で安定した稼働に向けた最終確認状況に

ついても併せて伺います。

（２）周辺環境への影響について２点伺いま

す。

１点目に、大気環境への影響についてであり

ますが、既存施設の建設当時、周辺住民を含む

市民から施設からの排出ガスによる人体や自然

環境に与える影響について不安視される声が高

まっていたことを記憶しております。特に、ダ

イオキシン類の監視や大気モニタリングの公表

など強く要望が出されていたと、当時の環境団

体の方からもお聞きをしておりました。

新施設の稼働に当たり、こうした懸念はない

のか、大気へ影響を与えない対策は取られてい

るのかについて伺います。

２点目に、河川環境への影響について伺いま

す。

新中間処理施設の排水については、微量な処

理水であっても継続して河川へ流入した場合の

生態系への影響は甚大であり、運営者の責任に

おいて河川への処理水の流入は完全にシャット

アウトしなければならないと考えますが、どの

ような対策が取られているのか、新中間処理施

設の排水処理システムについて伺います。

またあわせて、建設工事期間中の河川及び海

域に対する環境配慮について、どのような対策

が取られていたのかについても伺います。

（３）施設運営について２点伺います。

まず初めに、既存施設においては訴訟問題に

まで発展した経緯があり、新中間処理施設にお

いては安全で安定した稼働、運営を構成市町は

求めているところであり、広域連合がそのチェ

ック機能としての役割を十分に果たす責務があ

ると考えますが、供用開始後の施設運営に関し、

どのようにチェック機能を果たされるのか伺い

ます。

２点目に、本年２月に発生した火災の要因と

消火対応について伺います。

またあわせて、新施設の今後の火災対策につ

いても伺います。

次に、大項目２、既存施設の解体について。

（１）解体事業について。
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既存施設の解体工事に当たっては、周辺環境

への流出や周辺住民への健康障害を引き起こす

ことのないよう、ダイオキシン類や重金属等の

有害物質の環境への暴露防止対策の徹底など慎

重かつ万全な対策が望まれるところです。

そこで、解体事業の進捗状況及び今後のスケ

ジュールについて伺います。

次に、（２）解体費用及び財源について。

近年の建設単価や労務単価の上昇は著しく、

解体費用への影響が懸念されるところでありま

す。

そこで、現状解体事業への影響はどのような

状況にあるのかについて伺います。

また、構成市町の負担軽減に資する財源を確

保し、早期に構成市町へ提示されることが肝要

と考えますが、財源確保の見込みについて現在

の状況を伺います。

次に、（３）跡地利用について。

既存施設解体後の跡地利用についてでありま

すが、広域連合としてどのような跡地活用をお

考えか伺います。

また、民間などからの跡地利用の問合せ等が

あればお示しください。

次に、大項目３、地方公共団体情報システム

標準化について。

（１）システム標準化への移行について。

地方公共団体情報システム標準化について、

国は地方公共団体に対し２０の対象事務につい

て、標準化基準に適合した情報システムの利用

を義務づけました。地方公共団体の人的、財政

的な負担軽減を図るためデジタル化の基盤を構

築するとされておりますが、実際には情報シス

テム間の調整が負担となりクラウド利用が円滑

に進まないなど、多くの地方公共団体が移行期

間に間に合わないなどの課題が顕在化しており

ます。

また、コストについては、ガバメントクラウ

ドに構築する対象事務の標準準拠システムへの

移行については国からの支援措置が取られるも

のの、関連する周辺システムの移行やその連携

に係る費用については支援措置がなく、移行ま

でにかかる自治体の費用負担は大きなものにな

るとの指摘があります。

さらには、ガバメントクラウドの利用につい

ても、その運用に係る利用料や運営管理経費な

どは当初の想定ほどのコスト削減にはつながら

ない可能性も指摘されています。こうした状況

について、どのように受け止められているのか

伺います。

また、国は期限内での移行を求めております

が、難易度が高く期限内の移行が困難な自治体

もあるとお聞きしておりますが、今後どのよう

なスケジュール感で取り組まれるのかについて

も併せて伺います。

次に、（２）システム標準化の課題について。

さきにも多くの地方公共団体が抱える課題に

ついて述べましたが、今後どのような課題を想

定されているのか伺います。

以上です。

○議長（早川 昇三） 答弁を求めます。

瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 髙橋議員の御質問

に順次お答えいたします。

初めに、大項目の１つ目、新中間処理施設「西

いぶりエコファクトリー」についてでございま

す。

１点目の進捗状況についてでございますが、

８月末の段階で９９.９％の出来形となってご

ざいまして、施設の処理能力を確認するための

引渡し性能試験を８月末に終了、建設事業者が

その報告を現在まとめているところでございま

す。

結果につきましては、採取した試験体の分析

などに時間を要するため今月中旬ぐらいの正式

な報告を予定してございますが、その他の処理

能力試験や発電能力についての試験結果につき
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ましては、基準値を達成したとの報告を受けた

ところでございます。

今後の試運転につきましては、１０月１日か

らの本運用開始に向けて安定稼働試験を現在行

っているところでございます。

次に、２点目の周辺環境への影響についてで

ございます。

大気環境への影響に関しましては、煙突から

の排気ガス排出基準を既存施設同様、法令基準

以上の厳しい自主管理基準を継続してございま

すが、万が一自主管理基準値を超過した場合に

は施設の運転を停止し、原因を究明、補修や改

善などの対応を行い、その後に試運転を開始し、

測定された数値が基準値未満であることを確認

後、通常運転へ移行する手順となってございま

す。

また、河川環境への影響に関しましては、新

施設で使用した水は新施設内で浄化して循環再

利用する完全クローズドシステムとなってござ

いますので、外部へ排水が出ていくということ

はなく、河川への影響はないものと考えてござ

います。

なお、循環の過程で余剰となってしまった排

水につきましても、焼却炉内に噴霧し、排ガス

処理設備で有害物質を取り除いた上、煙突から

水蒸気として排出するシステムとなってござい

ます。

また、新施設建設工事中の周辺環境への配慮

につきましては、敷地がチマイベツ川とペトト

ル川に挟まれていること、また上流にはサケ・

マスふ化場があることから、河川への影響が出

ないよう最大限配慮して工事を進めてまいりま

した。

まず、工事中の雨や地下水などの処理の際、

濁った水を敷地外に流出させない対策として濁

水処理装置を設置して対応いたしました。さら

に、河川に関する工事の施工時期につきまして

も、室蘭漁業協同組合様と事前に協議を行い、

サケ・マスの稚魚の放流に影響が少ない時期に

工事を施工するなど対応を行ってございます。

次に、３点目の施設運営についてでございま

す。

新施設の安定稼働のために運営事業者と広域

連合が施設運営に関する情報交換及び業務調整

を図ることを目的とした運営会議を設置し、運

営モニタリングを行うこととしてございます。

この運営モニタリングは、廃棄物処理に関する

高度な専門知識が必要となりますことから、来

月よりコンサルタントへ運営モニタリング業務

を委託することとなってございます。

なお、委託期間につきましては、まずは要求

水準書で定めた瑕疵期間の３年間と考えてござ

いますが、瑕疵期間終了後につきましては施設

の稼働状況を鑑み業務委託の継続の可否を検討

し、施設が安定稼働していることが確認できた

場合には、モニタリングの頻度を減らすなど経

費節減について検討する必要があるものと考え

てございます。

続きまして、去る２月１４日発生の火災の状

況と原因についてでございますが、午後２時５

５分頃に可燃ピット内で発煙が確認され、直ち

に自衛消防隊による初期消火が行われました。

午後３時１３分に自衛消防隊による消火を断念

し、消防署へ通報したところでございます。消

防署による消火活動は午後３時２１分頃から開

始され、午後７時２６分に鎮火した旨の報告を

受けてございます。

本件火災による廃棄物受入れの影響でござい

ますが、当日２月１４日は消防署による消火活

動の妨げとなるため、午後３時１３分頃からご

みの受入れ停止の措置を取ったところでござい

ます。なお、翌１５日の午前７時に消防本部に

よる現場検証を行っていただき、その結果、今

後のごみ搬入について支障がないとの御判断を

いただいたため、通常どおり午後８時３０分か

らごみの受入れを開始したものでございます。



令和６年９月２日（月） 第２回定例会・第１号

- 8 -

火災の原因につきましては、消防の火災調査

によりますと何らかの原因物が発火したと思わ

れますが、ごみピット内の火災のため原因物を

特定することができないとのことでございまし

た。

なお、新施設における火災対策といたしまし

ては、自動放水銃や自動散水設備などを設置し

たことでの消火対策に加え、火災発生時の対応

マニュアルを制定し、緊急時にも適切に行動で

きるよう計画してございます。また、火災の原

因となる危険ごみの分別収集の徹底につきまし

ても、今後も構成市町と協力しながら進めてい

く考えでございます。

次に、大項目の２つ目、既存施設の解体につ

いてでございます。

１点目の解体事業についてでございますが、

令和５年度から解体工事の実施設計を開始し、

現在は工事条件の整理や解体方法の検討、工程

計画などを進めているところでございます。

先月中旬に既存施設を停止させましたので、

今後はダイオキシン類に関する詳細調査などを

行いながら、実施設計を進めていく考えでござ

います。実際の解体工事につきましては、令和

７年度に着手し令和９年度中に完了する予定と

なってございます。

次に、２点目の解体費用とその財源について

でございますが、解体工事の費用につきまして

は、令和３年度の試算額で約２２億円を見込ん

でございます。議員御指摘のとおり、この間の

建設単価や労務単価の上昇により解体工事費も

増加するということが予想されますが、実施設

計におきまして詳細に積算を行い、適切な工事

費を令和７年度の予算へ計上する予定でござい

ます。

また、解体費用の財源といたしましては、新

施設建設工事と同様、循環型社会形成推進交付

金を見込んでございますが、循環交付金の交付

率は焼却施設の解体経費の３分の１となってご

ざいますので、残りの経費の財源につきまして

は有利な起債が活用できるよう、構成市町と協

議してまいりたいと考えてございます。

次に、３点目の既存施設解体後の跡地利用に

ついてでございますが、現在民間からの跡地利

用に関する打診はございませんが、広域連合と

いたしましては、廃棄物に関する土地利用を優

先に検討してございまして、資源化物や有価物

などのストックヤードとしての利用を検討中で

ございます。

また、大規模災害が発生した際の災害廃棄物

の仮置場として、敷地内に一定程度スペースを

確保する必要もございますので、既存施設跡地

のみならず敷地全体での土地利用について再度

検討することが必要と考えてございます。

いずれにいたしましても、解体工事の完了は

令和９年度としてございますから、今後も時間

をかけて検討してまいりたいと考えてございま

す。

次に、大項目の３つ目、地方公共団体情報シ

ステム標準化についてでございます。

標準化システム移行に関しまして、現在の受

け止めでございますが、標準システムへの移行

につきましては国やシステム事業者とも情報を

共有し、令和７年の年末から令和８年の年始に

かけて実施する予定でございますので、今年度

は現行システムからの移行などに係る計画の策

定を進めているところでございます。

今後は、標準システムで使用される文字への

同定作業や各業務システムで保有しているデー

タの整合性や不要なデータの整理などを行うた

めのツール提供など、標準システムへの移行準

備を行い、国から示されたスケジュールにより

順次進めていく予定でございます。

次に、標準化に向けた課題でございますが、

システムの標準化は共同電算として稼働してい

る全ての業務システムが対象とはならないこと

から、標準システムの対象外となる公営住宅管



令和６年９月２日（月） 第２回定例会・第１号

- 9 -

理システムや財務会計システムなどの取扱いが

今後課題となってございます。

また、多くの業務システムが標準システムに

移行し、さらに国が用意するガバメントクラウ

ド上でこれら業務システムを稼働させることに

なりますことから、共同電算システムの運用体

制について検討する必要があるものと考えてご

ざいます。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美） それでは、再質問をさ

せていただきます。

まず、大項目１の新施設についてであります

が、先ほど安定稼働試験のための試運転を行っ

ているとの御答弁がありました。これまでの試

運転期間では、既存施設と新施設で一定期間ご

とに交互にごみ処理を行う運用がされていまし

たけれども、搬入の際の動線が分かりにくいな

どの声もお聞きをしており、今後の試運転期間

の搬入方法と安全管理について伺います。

○議長（早川 昇三） 答弁を求めます。

瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 試運転期間中のご

みの搬入につきましては、既に８月中旬より新

施設のみでの受入れとなってございますが、安

全管理につきましても、案内看板を設置して安

全かつ円滑な搬入となるよう努めているところ

でございます。

また、今年１月に構成市町の収集委託業者な

ど定期的に搬入を行う事業者を対象に計４回説

明会を開催させていただき、ごみ搬入の際の動

線など詳細について説明をさせていただいたと

ころでございます。また、一般の方につきまし

ても案内看板での表示とともに、今後広域連合

のホームページなどでも場内への搬入動線など

について周知する予定としているところでござ

います。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美） 案内看板を設置される

とのことでありましたけれども、事業者の方を

はじめ、利用頻度の低い一般市民の方も安全に

利用できるように安全管理のほうの徹底をお願

いしたいと思います。

次に（３）の施設運営についてお伺いいたし

ますが、運営事業者と広域連合が運営会議を設

置し、来月より高度な専門知識を有するコンサ

ルタントへ運営モニタリング業務を委託すると

の御答弁がありました。

旧中間処理施設での課題を踏まえての対策と

理解いたしますけれども、では実際に瑕疵期間

中に要求水準を満たさなかった場合の対応につ

いて伺います。

また、運営・維持管理業務に関してはペナル

ティーを科すということも考えられますけれど

も、どのような取決めとなっているのかについ

て伺います。

○議長（早川 昇三） 瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 要求水準書におき

まして、瑕疵期間終了年度に性能確認試験を実

施し、基本性能を満たしていることを確認する

ということとしてございます。その結果、性能

を満たしていない事象が発生した場合には、建

設事業者の責任と費用において原因を究明し、

速やかに改善対応するということとなってござ

います。

この間、新施設の性能及び機能に疑義が生じ

た場合、建設事業者の負担において瑕疵確認試

験を行い、同様の対応を取るということとなっ

てございます。

また、運営に関するペナルティーでございま

すが、運営・維持管理業務委託契約におきまし

て運営モニタリングの結果、広域連合から第２

回目の是正勧告を行った場合にはその是正勧告

の対象となる事象が解消される日まで、１日に

つき１ポイントのペナルティーポイントをカウ
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ントし、その累積ポイントにより委託料を減額

するといった取決めとなっているところでござ

います。

この是正勧告の実施に当たりましては、その

内容によって廃棄物処理に関する専門的な知見

が必要となりますことから、コンサルタントの

意見を聞きながら進めることとしてございます。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美） 瑕疵期間内であっても

建設事業者の費用負担において、速やかに改善

されるということを御答弁で確認をいたしまし

た。

では、運営に関するペナルティーについてお

聞きいたしますけれども、累積ポイントにより

委託料を減額する取決めがされているとのこと

でありましたが、実質ペナルティーに値する減

額となっているのか、契約上のペナルティー額

の取決めについて伺います。

○議長（早川 昇三） 瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 契約上のペナルテ

ィー額についてでございますが、月末の累積ポ

イントが６～１０ポイントの場合、その月の固

定費用について３０％の減額、累積ポイントが

１１～１５ポイントの場合４０％、１６ポイン

ト以上の場合は５０％の減額となる取決めとな

ってございます。

なお、試算ではございますが、令和６年度に

３０％の減額が発生した場合、１か月の委託料

が約１,６５０万円減額となる、そういった内容

となってございます。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美） 厳しいペナルティーが

科せられるということが分かりました。運営モ

ニタリングというのが一つ重要なチェック機能

となることと思いますけれども、新施設の安

全・安定稼働を望みまして、次に、大項目２、

既存施設の解体について伺います。

先ほども述べましたが、既存施設の解体に際

し、ダイオキシン類や重金属等の有害物質の環

境への暴露防止対策の徹底が求められます。今

後、ダイオキシン類の詳細調査を行い、実施設

計を進めるとのことでありましたが、有害物質

の処理方法と安全に処理されたことの確認につ

いてはどのように実施されるのか伺います。

○議長（早川 昇三） 瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 事前調査の結果に

より設定した管理区域内を密閉養生し、外部へ

のダイオキシン類などの漏出を防止することと

してございます。

次に、高圧洗浄などにより管理区域内を洗浄、

なお洗浄水は外部に放流せず循環処理を行い、

作業後に残った洗浄水や汚泥は産業廃棄物とし

て適切に処理することで周辺環境への影響を防

ぐこととしてございます。

洗浄作業完了後は、管理区域内の空気内のダ

イオキシン類濃度を測定し、大気環境基準値以

下となった時点で管理区域を解除し、建物本体

の解体に着手するということとしてございます。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美） 周辺環境に対する安全

管理については分かりました。

では、施工中の安全管理について伺いますけ

れども、洗浄処理の工程ごとの測定が重要と示

されている専門業者もおられますが、安全管理

として段階ごとのダイオキシン類の濃度測定に

ついて伺います。

○議長（早川 昇三） 瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 施工中に関しまし

ては、洗浄中の作業環境測定として１回、洗浄

完了後に１回、処理施設の解体を行った後に１

回、合計３回実施することとなってございます。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員
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○９番（髙橋 直美） 分かりました。解体工

程においても適切な安全管理に努めていただき

ますようお願いいたします。

次に、既存施設の解体については、有害物質

の漏えいのないよう施工されることと思います

が、大気同様土壌環境の調査も必要と考えます

が、解体後の土壌環境調査の実施の考えについ

て伺います。

○議長（早川 昇三） 瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 土壌汚染につきま

しては新施設の計画段階におきまして、新施設

建設地は過去の土地利用の履歴から土壌汚染の

可能性がないため、調査命令の対象とはならな

いとういうことを北海道胆振総合振興局に確認

してございますことから、土壌汚染対策は不要

と認識してございます。

なお、解体工事につきましては、外部への汚

染物質の漏出を防止しながら施工を行うととも

に、工事開始前と工事完了後に土壌を測定し、

外部への汚染物質の漏えいがないことを確認す

る、そういった計画としてございます。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美） 有害物質が残留した場

合、周辺の土壌や河川、海域への流出も懸念さ

れるところでありますので、適切に処理、確認

されることをお願いいたします。

では次に、大項目３、地方公共団体情報シス

テム標準化について伺います。

まず、（１）のシステム標準化への移行につい

てでありますが、先ほどの御答弁では、今年度

は現行システムからの移行等に係る計画の策定

を進めているとのことでありましたが、システ

ム移行に係る経費の概算が分かればお示しくだ

さい。

○議長（早川 昇三） 瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 標準化システムへ

の移行に係る経費につきましては、令和７年度

当初予算への計上を予定してございまして、現

在業務システムに関する経費やデータ移行に係

る経費など、経費項目の洗い出しと概算経費の

取りまとめを進めているところでございます。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美） 現在、経費の項目の洗

い出しと概算経費の取りまとめを進めていると

ころとございましたが、地方公共団体情報シス

テム標準化に伴い、逆に財政的な負担増となる

ことが懸念をされております。先行して移行し

た地方公共団体からもコストの削減にはつなが

らなかったとの意見があるともお聞きしており

ます。

国は人的、財政的な負担軽減を図るための情

報システム標準化を進めていることから、共同

電算システムの運用体制についても縮小される

ものと想定されていると理解しておりますが、

実際のところ課題とされる標準化対象外の業務

システムもあり、効果のほどは不透明でありま

すが、共同電算システムの運用に関し、人的、

財政的なメリットをどのように捉えているのか

伺います。

○議長（早川 昇三） 瀧浪事務局長

○事務局長（瀧浪 孝行） 業務システムが標

準化された場合におきましても、大きくその内

容が変わるものではございません。共同電算と

して業務量が減った場合においても、委託の業

務量が増えるなど、トータル的なメリットは現

在なかなか見えづらい状況ということで捉えて

ございます。

以上でございます。

○議長（早川 昇三） 髙橋 直美議員

○９番（髙橋 直美） 答弁ありがとうござい

ました。

トータル的なメリットが見えづらい状況とい

うことでありまして、実際その通りではないか

なというふうに思っております。システム標準
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化への移行について様々伺ってまいりましたけ

れども、多くの課題を含みながらも期限が切ら

れているわけで、御苦労されていることと思い

ますけれども、先ほど現在移行に係る計画の策

定中とのことでありましたが、システム標準化

移行時には経費負担を抑え、また各市町が独自

施策を推進するに当たり、妨げとならないよう

なシステム構築をお願いいたしまして質問を終

わります。

○議長（早川 昇三） これをもちまして、一

般質問を終了いたします。

○議長（早川 昇三） 以上で、今定例会に提

案されました案件の審議は全部終了いたしまし

た。

これをもちまして、令和６年第２回西いぶり

広域連合議会定例会を閉会いたします。

午後 ２時４４分 閉会



令和６年９月２日（月） 第２回定例会・第１号

- 13 -

上記会議の記録に相違ないことを証するため、

ここに署名する。

議 長 早 川 昇 三

署 名 議 員 渡 辺 雅 子

署 名 議 員 田 中 秀 幸


